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はじめに 

 

本稿は、重要生態系監視地域モニタリング推進事業「モニタリングサイト 1000」沿岸域

調査のマニュアルである。この調査は、我が国の代表的な沿岸域の状態を長期的かつ定量

的にモニタリングすることにより、種の減少、種組成の変化など、その異変を検出し、適

切な自然環境保全施策に資することを目的としている。ここでは、沿岸域を 4 つの生態系

（磯・干潟・アマモ場・藻場）に分け、各生態系に適した調査マニュアルを検討会と分科

会で討議し作成した。 

作成に当たっては、長期にわたるモニタリングを実施する際に、調査そのものが安全で

持続可能であること、次世代の調査者が遂行可能であること、定量的なデータが得られる

こと、得られたデータが解析をするうえで十分な質・量であることに留意した。 

今後は、調査を重ねながら、関係諸氏の助言などをもとに必要に応じて改良されていく

ものである。 
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I．我が国の沿岸域の自然・地理的特性 

 

国土面積に比して長い海岸線を持つわが国の沿岸域は、次に示すように環境自体の多様

性が高いことが知られている。 

・ 国内に幅広い緯度勾配を有する。 

・ 南からは暖流（黒潮・対馬暖流）、北からは寒流（親潮）の影響を受ける。 

・ 半島や湾、内海など、複雑な地形が存在する。 

・ 地形および河川の影響により、岩礁、砂質、砂泥質などさまざまな底質環境が存在す

る。 

・ 潮位により、干潮時の乾燥暴露時間が異なる。 

 

これらの環境条件によって、わが国の沿岸域には次のような相異なる生態系が発達し、

生物多様性に極めて富んでいる。 

・ 潮上帯：塩性湿地、マングローブ湿地など。 

・ 潮間帯：磯、砂浜、干潟。 

・ 潮下帯：海草藻場*（アマモ場）、海藻藻場*（藻場）、サンゴ礁。 

 

沿岸域調査が対象とする磯、干潟、アマモ場、藻場は、豊かで多様な沿岸域の生態系を

構成する生態系として貴重である。 

 

*本マニュアルで「アマモ場」、「藻場」とは以下のものをいう。 

海草藻場 

（アマモ場） 
種子植物優占群落 アマモ類、ウミヒルモ類、スガモ類など 

海藻藻場 

（藻場） 

褐藻優占群落 

コンブ類（コンブ場） 

ホンダワラ類（ガラモ場） 

アラメ・カジメ類（海中林：アラメ・カジメ場） 

ウミウチワ類、アミジグサ類、ヤハズグサ類など 

紅藻優占群落 マクサ類、サンゴモ類など 

緑藻優占群落 アオサ類、アオノリ類など 
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II．対象とする生態系と調査対象 

 
沿岸域の生態系のうち、砂浜、干潟、およびサンゴ礁では、それぞれ、砂浜環境の指標

となるウミガメの産卵、シギ・チドリ類の飛来数、およびサンゴの被度のモニタリングが

行なわれている。したがって、沿岸域調査では、生物多様性に富む 4 つの生態系（磯・干

潟（塩性湿地・マングローブ湿地も含む）・アマモ場・藻場）について、底生動物や海草・

海藻に着目してモニタリングを行う。 

 

生態系 調査対象（指標生物種群） 対象とした理由 

磯 

底 

生 

生 

物 

定量的な測定を行いやすい、岩表面に生息

する種を対象とする。転石の下や固着性生物

の殻の中などに生息する種、移動速度の速い

種は、定量的な測定を行うことが困難である

ため、調査対象としない。 

特に現存量が大きく、

高次消費者の食物として

生態系の基礎を支えてい

る。水質浄化に寄与する

など、生態系エンジニア

としても沿岸域の環境に

大きな影響を及ぼす。 
干潟 

底 

生 

生 

物 

干潟表面に生息する種（表在生物）と底土

の中に生息する種（埋在動物）の両方を対象

とする。塩性湿地・マングローブ湿地におい

ては、植物の根・地下茎の発達によって埋在

動物の定量採集が困難であるため、表在生物

のみを対象とする。 

アマモ場 
海 

草 

海草を対象とする。5 年毎調査では、底生

動物（葉上動物、表在動物、埋在動物）も調

査対象として記録する。 
生態系の基礎であり、

多くの他生物種に生息場

所や食物を提供する。 
藻場 

海 

藻 

海藻を対象とする。海藻群落に影響を及ぼ

す大型の底生動物が見つかった場合には、こ

れも調査対象として記録する。 
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III．海域区分とサイト配置 
緯度勾配と海流に考慮し、全国を次の 6 つの海域に区分する。サイトの設定に当たって

は、各海域に均等になるように考慮する。 

 

2 1

4

3
5

6

2 1

4

3
5

6

 
 
海域区分名は以下のとおり。 

①北部太平洋沿岸、②日本海沿岸、③瀬戸内海沿岸、 
④中部太平洋沿岸、⑤西部太平洋沿岸等、⑥琉球列島沿岸
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IV．各生態系の調査に関する共通事項 
 

・ 調査は、毎年実施する「毎年調査」と、5 年毎に実施する「5 年毎調査」で構成する。

毎年調査では生物や環境の状況について、比較的少ない労力で得られる定量的なデー

タを収集し、5 年毎調査では毎年調査よりも生物や環境の状況について詳細な定量的デ

ータを収集するとともに、生物の標本を採集する。また、5 年毎調査の実施年度にも毎

年調査をあわせて実施する。 

・ 5 年毎調査は、各生態系で年度を変えて順番に実施する（下表も参照のこと）。 

 
5 年毎調査実施年度一覧 
 

西暦 
(20xx 年) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

令和 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

磯     ○     ○   

干潟    ○     ○    

アマモ場 ○     ○     ○  

藻場  ○     ○     ○ 

※表内の数字は年度を示す。 
 
・ 各サイトでは、毎年の調査時期を揃える。 

・ 4 つの生態系（磯・干潟・アマモ場・藻場）において、指標生物種群の調査に最も適し

たサイズの方形枠あるいはコアサンプラーを用い、統計的に解析可能な数の観察・調

査を定量的に行う。 

・ 定量調査で種組成を把握しにくい場所（塩性湿地・マングローブ）や個体数の少ない

種については、定性的な調査も行う。 

・ 詳細は、各生態系別モニタリングマニュアルに記述する。 
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・ 調査許可 

事前に自然公園法、自然環境保全法、文化財保護法、水産資源保護法、漁業調整規則

などの諸法令の許可申請などが必要かどうか確認を行う。標本のための生物採取をは

じめ方形枠設置、土砂の掘削、採取などで許可が必要な場合がある。また、調査対象

海域の漁業協同組合などに連絡を入れ、調査許可を得る。 
・ 調査の際は、上記関連法令の許可証などを携帯し、できれば、調査中であることが分

かるように、旗や腕章などを表示する。 
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V．各生態系別モニタリングマニュアル 

 

 

 

 

 

 

 
 

―1．磯調査― 
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 [1]磯 詳細マニュアル 
 

1）調査必要人員と日数 

毎年調査と 5 年毎調査を実施する。5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査をあわせて実施

する。各調査で必要な人員と日数の目安は以下のとおり。 

・ 毎年調査：2 人で 1 日（一人は方形枠の配置をよく知る者を含む）とする。 

・ 毎年調査＋5 年毎調査：4 人で 2 日（半数は海産底生生物の専門家を含む）とする。

この調査必要人員と日数で毎年調査も実施する。 

・ 方形枠設置：新規に設置するサイトでは、本調査に加えて調査準備（永久方形枠（以

下、方形枠という）設置など）も行うので、+2～3 人で+2～3 日（うち数人は方形枠

の設置経験があり、海産底生生物の専門家を含む）とする。 

※サイト代表者は調査者に氏名とその所属を「速報」及び「結果票」に掲載してよいか

確認しておく。 

 

 

2）調査時期 

調査は、海藻が少なく気象が安定しており、潮の引きが良い 5～8 月の大潮に実施するこ

ととし、各サイトで毎年同じ時期に行う。各サイトの調査時期は、海藻の消長を考慮し、

南から北へ実施していくように初年度に設定することが望ましい（例：南日本で 5～6 月、

中部日本で 6～7 月、北日本で 7～8 月）。 

・ 安房小湊（千葉県）：5 月頃（海藻類の繁茂後、一部の海藻類は残存） 

・ 大阪湾（大阪府）：6 月頃（海藻類の繁茂後） 

・ 南紀白浜（和歌山県）：6 月頃（海藻類の繁茂後） 

・ 天草（熊本県）：6 月頃（海藻類の繁茂後） 

・ 石垣屋良部（沖縄県）：6 月頃（海藻類の繁茂後） 

・ 厚岸浜中（北海道）：8 月頃（海藻類の繁茂後） 

 

 

3）調査に必要な資材 （○は必需品 △は設置したボルトやロガーの状況により必要） 

 

資材名 
方形枠 

設置 

毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□調査マニュアル 

（本稿：サイト代表者が携行、調査者人数分） 
○ ○ ○ 

□連絡先リスト（サイト代表者が携行） ○ ○ ○ 

□温度データロガー ○ ○  

□電気ドリル（ハンマードリル） ○3 台 ○1 台  
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資材名 
方形枠 

設置 

毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□水中ボンド ○2 箱 ○1 箱   

□ポリ手袋（水中ボンド取り扱い用） ○ ○  

□ドリルのピット（8 mm、17 mm） ○各 4 本 ○各 2 本   

□ハンマー ○4 本 ○1 本   

□たがね  ○2 本  

□プラスチックアンカー 

（約 8 mm 径、60 mm 長） 
○ △   

□ハンディ GPS ○ △   

□ダイモテープ（方形枠のナンバリング用： 

幅 12 mm、長さ 38 mm；赤色に白字） 
○ △   

□傾斜計 ○ △   

□巻尺 ○ △   

□水中チョーク（黄色、赤色、各 5 本） ○ △   

□ものさし、折れ尺（2 本程度） ○ △   

□放射温度計（2 つ） ○ △   

□スプレーペンキ ○ △   

□方位計 ○ △   

□水盛缶（給水タンク ＋ 内径 6 mm の 

 透明チューブ 2 本（8 m、12 m）） 
△   

□バケツ（小）または空ペットボトル（大） ○   

□雑巾（設置穴の水拭き取り用） ○ ○  

□軍手 ○ ○ ○ 

□長靴もしくはダイビングシューズ ○ ○ ○ 

□雨具（調査者用） ○ ○ ○ 

□雨具（調査道具用：大型のポリ袋） ○ ○ ○ 

□筆記用具（鉛筆、鉛筆削り） ○ ○ ○ 

□ビニールテープ ○ ○ ○ 

□ガムテープ ○ ○ ○ 

□リュック（3 つ） 調査機材運搬用 ○ ○ ○ 

□クリップボード ○ ○ ○ 

□耐水紙（地図用、サンプル記名用ほか） ○ ○ ○ 

□調査票 ○ ○ ○ 

□航空写真 ○     
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資材名 
方形枠 

設置 

毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□カッターナイフ ○ △   

□ビニール手袋 ○ △   

□地図（初年度作成したもの）  ○ ○ 

□デジタルカメラ   ○   

□ロガーデータ抽出セット一式   △   

□方形枠（25 cm × 25 cm） ○    

□方形枠（ゴム紐＋金属ピン 4 本）   ○  

□49 穴（7 × 7）点格子板（2 枚）     ○ 

□ペーパータオル（2 箱） ○ ○   

□スクレイパー（2 本）   △ ○ 

□ピンセット（先尖）   △ ○ 

□カウンター（2 つ）     ○ 

□歯ブラシ（2 本）  △  

□クーラーバック     ○ 

□10 %海水ホルマリン（500 ml）     ○ 

□海藻標本作製セット（小型のバット等、ケント紙、 

 新聞紙、ガーゼ、ダンボール） 
  ○ 

□サンプル用密閉式ポリ袋 

（縦 10 cm 前後、2 サイズ以上） 
    ○ 

□調査の腕章 ○ ○ ○ 
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4）調査地および方形枠などの設定 

（1）調査地の選定 

以下の条件を満たす場所を調査地とする。 

① 海岸距離（海岸線に平行な方向の距離）が 50～100 m の連続した岩礁海岸 

② 連続した平磯（潮間帯上部から下部までの距離が 100 m 以上）を含まない場所 

③ 方形枠を、潮間帯上部 +50 cm（将来的な海面上昇を見越して）から潮間帯下部まで、

さまざまな角度の傾斜で、さまざまな高さで設置できる場所。方形枠の位置の上限は、

年間最高潮位付近とする。方形枠の位置の下限は、夏の大潮（8 月の引きの悪い大潮）

で調査できる範囲内とする。 

 

（2）方形枠等の設置方法 

①方形枠の数、設置場所 

モニタリング初年度に 25 cm × 25 cm 方形枠 30 個の設置箇所を決定する。 

30 個の方形枠が、さまざまな潮位や傾斜（水平を 0°、垂直を 90°とする）の特性をもつ

ように、設置箇所を選ぶ（下の図を参照のこと）。ただし、以下の場所を除く。 

・ 傾斜角が 90°を越える箇所 

・ 潮だまり 

・ 転石場 

・ 観光者や遊漁者に踏まれやすい場所 

・ 大潮干潮時のみ干出する場所 

原則として方形枠数は 30 個を確保していく。もし岩の崩壊等により測定地点の方形枠が

欠損した場合、欠損した方形枠の近傍もしくは可能な限り潮位や傾斜条件が類似する場所

に方形枠を新設する。 
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②コーナーボルトの設置 

設置する方形枠は永久的なものとする。すなわち、方形枠の 4 隅にはプラスチックアン

カーを埋め込む。これらを、以後、コーナーボルトと呼ぶ。 

コーナーボルトは、後述するゴム紐の枠をあてがうための目印とする。方形枠はコーナ

ーボルトの位置に当てはめて、調査終了後すぐに取り外す。なお、この枠１つあたりの調

査時間は、毎年調査で数分、5 年毎調査で 10 数分である。 

コーナーボルトの素材や設置方法については、調査エリアの生態系、部外者に対する安

全性などに配慮して、サイト代表者が変更をしてもよい。ただし、コーナーボルトの素材

や方形枠の設置方法を変更する場合には、関係省庁や都道府県、市町村との調整が必要な

場合があるので、事務局に連絡する。 

コーナーボルトの設置手順は以下のとおり。 

・ 電気ドリル（ハンマードリル）で、岩礁部の方形枠の 4 隅に該当する箇所に、コーナ

ーボルト挿入用の深さ 50～60 mm の穴をあける。使用する電気ドリルは、充電式ロ

ータリーハンマードリル（Hilti 社製 TE 6−A；標準セット）、もしくはそれと同性能

の製品とする。 

・ ハンマーでコーナーボルトを打ち込む。このとき、ボルトの頂部を岩表面からわずか

に（10 mm 未満）出す。部外者に対する安全面を確保し、部外者による踏みつけによ

る破損を防ぐために、コーナーボルトを過度に突出させないようにする。 

 

③方形枠番号の付け方 

方形枠を識別するために、各方形枠に番号を付す。 

・ ダイモテープに、後述する「サイト名の略語、方形枠番号」を記入する。ダイモテー

プは、事前に用意し、現地に持参する。一般に、赤色に白字が見やすいが、調査地の

生態系などを考慮し配色するとよい。 

・ 電気ドリルで、方形枠の右横の 2 ヶ所（右上コーナーボルトの右と、右下コーナーボ

ルトの右）に約 5 × 2 cm、1 cm 深の窪地をつくる。 

・ 上記の穴に 5 mm 程度の厚さで水中ボンドを充填し、ダイモテープの両端を埋め込み

接着させる。穿孔作業で発生した粉塵が残っていると、接着強度が低くなる。そこで、

穿孔作業を前日にして、その翌日に接着作業をすると、接着強度が高まり、耐久性が

得られる。また、窪地に溜まった粉塵や砂をバケツまたは空ペットボトルに汲んだ海

水で洗い流し、雑巾などで余分な水を取り除いてから水中ボンドを充填するとよい。

なお、水中ボンドを扱う際は、安全のためポリ手袋を着用する。 
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方形枠番号 

サイト名の略語は大文字アルファベット 3 文字で示す。 

略語は添付資料 2 に基づく。 

方形枠番号は「01」、「02」、･･･「30」のように 2 桁で示す。 

 

④温度データロガーの設置方法 

岩礁域の温度情報取得のため、任意に選んだ 5 つの方形枠付近に、温度データロガー

（Onset 社製 Tidbit v2）各 1 つを設置する。ロガーの設置場所は、枠の右真横部とし、直近

の方形枠の辺から 5～10 cm 離れた箇所とする。 

・ 設置前にロガーの動作が正常か確認する。（事務局） 

・ ロガーにはシリアル番号がある。事前に、ロガーのシリアル番号と方形枠番号の対応

表を作成する。 

・ ロガーは、記録項目を温度のみ（バッテリー電圧にチェックが入っている場合は解除

する）とし、測定間隔を 15 分に設定する。なお、設定はパソコン上で事前に行って

おき、記録開始時刻をプログラムしておくとよい。 

・ ロガーには専用の保護ブーツ（白色）を装着し、機器の破損を防ぐ。 

・ 電動ドリルで、岩盤にロガーをはめ込むことのできる程度の穴を開ける。 

・ 水中ボンドでロガーを設置する際には、第三者による踏みつけを避けるため、必要以

上にロガーが突出しないよう配慮する。接着方法は方形枠番号の取り付け方と同様。 

 

⑤方形枠の保守・点検 

毎年調査時にコーナーボルトおよび方形枠番号の破損、流出、その他の不具合が見つか

った場合には、同等のものと交換する。その他の詳細な事柄については事務局や環境省と

適時相談すること。 

 

⑥方形枠設置時の記録事項 

初年度には、以下の情報を記録する。海況などにより、一部の項目が記録できなかった

ときは、次年度の調査時に補完する。 

・ 方形枠の位置および環境条件の記録：緯度・経度、斜度、傾斜の方向、方形枠の高

さを記録する。このとき、傾斜の方向は、北を 0°、東を 90°、南を 180°、西を 270°

とする。また「北」は、その場所の磁北とする。緯度経度の測定は GPS（測地系は

WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）ではなく、10 進法（ddd.dddd）

に設定する。 

・ 地図の作成：各方形枠の位置が判別できるように、調査地の地図を作成する。岩角

など、主要な測定点および各方形枠の中心までの角度を 2 基点から計測し、平面図

を作成する。気球などを用いた空撮が可能な場合は、それらを用いて平面図を作成

してもよい。 
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一般的な測量手順 

・ 方形枠設置箇所付近で可能な限り高い場所に最低 2 つの基点を設ける。 

・ 既存の基点があれば、それを利用する。新規に基点を設ける場合、目印となるもの

を設ける。たとえば、電気ドリルで基点の岩に穴を開け、目印（プラスチックアン

カー数本など）を打ち込むなど。 

・ 2 基点間の距離と方角を測定する。 

 

5）毎年調査 

（1）風景の写真撮影 

風景写真を 2 枚撮影する（基点から潮間帯下部に向かって 1 枚、潮間帯下部から基点方

向に 1 枚などサイトごとに決めておく）。 

 

（2）方形枠内の写真撮影 

岩礁域の生物相を記録するため、デジタルカメラで方形枠内の写真を撮影する。撮影範

囲、撮影枚数、撮影手順などは以下のとおり（次頁の図を参照のこと）。 

① 方形枠全体の写真を 1 枚撮る。このとき、一辺 25 cm の方形枠が画面いっぱいに収まる

ようにし、2 つの方形枠番号も収まるようにする。 

② 撮影補助道具として、ゴム紐製の輪に 4 本のピンを取り付けた枠をコドラートに取り

付けて撮影する（撮影の度に設置・取り外しを行う）。 

③ 得られた画像を CD−R 等に収録し、原本をサイト代表者が保管し、複写を事務局に送

付する。 

 

作業上の留意点は以下のとおり。 

・ ゴミや泥、および方形枠外から延びて表面を覆っている海藻などを除去したうえで

撮影する。 

・ 天候や波浪の影響で、方形枠内に水が溜まっている時は、生物の状態を損なわない

程度に、タオルやスポンジなどで水を取り除いてから撮影する。 

・ 撮影後、「ピントが合っているか」、「ブレがないか」、「撮影範囲は適切か」を必ず確

認する。 

・ 画素数は 1000 万画素以上が望ましい。 
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（3）写真からのデータ抽出 

指標的な固着性生物を各サイトにつき 5 種程度、サイト代表者が選定し、方形枠毎にそ

の有無を記録する。原則として写真から同定するが、写真同定が難しい種類が多いサイト

（石垣屋良部サイト等）に限っては現場で同定する。ただし、サイト内での同定方法は統

一する。これらの解析対象種はサイト毎に適切な種または種群を選択し、サイト代表者の

判断により追加してもかまわない（追加は事後報告でよい）。ただし、変更の際には分科会

の承認を必要とする。 

 

（4）ロガーの交換とデータの読み出し 

原則としてロガーは毎年交換する。取替え前にロガー表面の付着生物の状態や方形枠番

号が確認できる写真を撮影し、取り外したロガーは事務局に送付する。ロガーからのデー

タの読み出しは事務局で行う。 

 

（5）放射温度計による計測（任意） 

方形枠ごとの岩表面温度の相対的な大小関係を把握するため、放射温度計によって岩温

を計測することが望ましい。各方形枠について、可能であれば調査の度に岩温を測定する。

岩温の極大値が特に重要であるため、計測は最干潮時に行った方がよい。データが蓄積す

れば将来的にロガーデータを基準として、各方形枠における温度変化を推定することがで

きる。 

 

（6）その他の環境データの記録 

現地調査とは別に、必要に応じて、気温・水温、水中の栄養塩などの環境データを、各

種データベースを活用し、記録する。 

たとえば、海洋データ・情報の閲覧・提供サービス（Japan Oceanographic Data Center（JODC）、

Nationwide Ocean Wave information network（NOWPHAS））などがある。 
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6）5 年毎調査 

（1）生物定量調査 

各項目は現場の状況に応じて実施し、調査の順番は順不同でよい。 

・ 方形枠内に出現する固着性生物および移動性動物を、可能な限り現場で同定し、記録す

る。 

・ 後述する点格子法を用い、永久方形枠内に出現する 1 mm 以上の固着性生物の被度を測

定する。 

・ 方形枠内で、移動性の低い移動性動物（軟体動物・棘皮動物）について個体数を計数す

る。 

・ 現場での同定が困難な種は、採取して標本とする。標本の固定法および保管法は、後述

の（2）と同様とする。このとき標本は、方形枠外から同タイプの個体を採取する。標

本とした生物種は、必要に応じて専門家に同定依頼する。方形枠内外に関わらず、はぎ

取り調査は行わない。 

 

点格子法 

点格子板（8 mm 径の穴が、7 × 7 個の計

49 個ある、方形枠と同サイズの透明版）を

方形枠にあてがい、穴の中の最大被度を示

す固着性生物種を記録する。すべての穴で

種を記録する。点格子板での観察の際は、

右図のように真上から片目で穴を見る。 

 
８mm穴

× ○

 

記録のルール 

方形枠のラベルが正しく読める向きから調査を行う。穴の中の面積に占める、死骸を除

いた全生物の被度が 50 %未満の場合は、「裸地」とみなす。したがって、記録される生物種

はいない（次頁の図中 1、2、3 の場合、「裸地」と記録される）。 

穴の中の面積に占める全生物の被度が、50 %以上の場合は、その中で最大被度を占める

種を記録する。したがって、記録される種は 1 種類（次頁の図 4、5、6 の場合、「A 種」と

記録される）。また、死骸や殻のみの生物は記録対象としない。なお、点格子法による観察

は、海産底生生物の専門家と記録係が 2 人 1 組となって行う。 

また、移動性動物に注意しながら、ゴミや泥、および方形枠外から延びて表面を覆って

いる海藻などを除去したうえで記録する。



２１ ３

５４ ６

C種

B種A種

８mm穴

 
 

（2）標本用生物種の採集 

調査地の代表的な生物種を記録するため、標本を作製する。なお、アオサ類に関しては、

外来種が含まれる可能性を考慮して複数の地点から採集し、標本を作製するとよい。標本

の採取にあたっては、事前に海域を管轄する県の水産課などに特別採捕許可、その他自然

公園法、都道府県条例などの採捕許可申請が必要か否かを確認しておく。また、漁協にも

調査実施の連絡をしておく。 

① 方形枠内で出現した固着性生物と移動性動物のうち出現頻度の高い種をそれぞれ 10 種

程度、サイトごとに抽出する。 

② 方形枠外から数個体ずつ採集し、標本を作製する。 

 

標本の作製 

・ ホルマリン原液（ホルムアルデヒド 35 %水溶液）を海水で 10 %に希釈し、10 %海

水ホルマリンを作成する。 

・ 保存する試料をホルマリン溶液中に入れて固定する。 

・ 2、3 日間程度浸漬ののち、水道水で数回水洗いし、水道水に 1 日程度漬けておく（ホ

ルマリンを抜くため）。使用済みのホルマリンは適切に処理されるよう留意する。 

・ 水道水を捨て、70 %エタノールを満たして保存する。 

・ イソギンチャク類、ナマコ類、クモヒトデ類は生きたまま直接ホルマリンに浸すと

収縮や自切をする恐れがあるため、もし可能であるならば麻酔した後にホルマリン

固定するのが望ましい。海産無脊椎動物の麻酔剤としては、塩化マグネシウム水溶

液が汎用性に優れる。塩化マグネシウム等張液（塩化マグネシウム六水和物 73 g を

19 



 

20 

1 リットルの蒸留水に溶かしたもの。再利用可）に浸けて麻酔する。麻酔状態に入

ったことを確認し、ホルマリン液中に移せばよい（1 時間～半日程度）。 

・ カイメン類はホルマリン固定せず、直接エタノールに浸漬保存した方がよい。ホル

マリンの中和が不十分な場合、分類形質として重要な骨片が溶解する危険がある。 

・ 同様に、組織が硬化し解剖しにくくなることから、フジツボ類（小型甲殻類一般）

もホルマリン固定せずに直接エタノールで浸漬保存してかまわない。 

・ 保存容器はガラスバイアル瓶とし、内蓋パッキンは TF/ニトリル（推奨）又はニト

リルとする。サンプルが大型でガラスバイアル瓶に入らないものは、広口ポリ容器

でよい。また、サンプル数が多い場合は、チャック付ポリエチレン袋に入れたのち、

まとめて広口ポリ容器に入れてよい。 

・ 可能な範囲で同定し、種類ごとに分けてサンプル瓶に保存する。 

・ 標本ラベルとして、鉛筆等を用いて下記項目を親水性耐水紙に記入し、瓶の中に入

れる。記入項目は以下のとおり。 

□標本 No. （番号の付け方は添付資料 2 を参照のこと） 

□標準和名 

□採集日（任意） 

・ 植物については、押し葉標本あるいは乾燥標本を作製する。なお、押し葉標本の作

製方法は、藻場調査のモニタリングマニュアルを参照するとよい。 

・ 標本データ（採集年月日、採集者名、学名など）を事務局が提供する電子ファイル

の書式に従って記入する。 

・ 標本の固定法および保管法について不明な点については事務局に問い合わせる。 

 

（3）生物定性調査 

目視により、方形枠内外に出現する種（動物種）を、観察人数や観察時間とともに記録

する。エリアに生息する生物を可能な限り多く記録する。本調査の実施は任意とし、時間

的、人員的余裕がある場合のみ実施する。 
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[2]磯 携帯版マニュアル 

 

（1）毎年調査 

1 調査地の写真撮影 風景写真 2 枚（基点→潮間帯下部方向、潮間帯下部→基点方

向などサイト毎に決めておく）。 

2 方形枠の写真撮影 方形枠番号が入るように方形枠全体を撮影。 

3 温度ロガーの交換 温度ロガーを交換する。付着性生物の有無や破損状況等を確

認するため交換前に設置されていた温度ロガーの状態を撮影

する。 

4 点検と保守 コーナーボルト、方形枠番号のメンテナンス。 

＊緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）

ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。 

 

（2）5 年毎調査 

1 生物定量調査 方形枠内の固着性生物、移動性動物を記録。点格子法を用い

固着性生物の被度を記録。移動性動物の個体数を記録。同定

不可の種は持ち帰る。 

2 標本用生物種の採集 方形枠内に出現する出現頻度の高い固着性動物、海藻及び移

動性動物をそれぞれ 10 種程度標本とする。標本は方形枠外か

ら採集し、アオサ類は複数の地点から採集するとよい。 

3 生物定性把握（任意） 調査地に出現する生物種を可能な限り多く記録する。 

＊5 年毎調査に該当する年度は、「毎年調査」と「5 年毎調査」の両方を行う。 
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[3]磯 写真マニュアル 

 

 
＊緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）

ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。

 
方形枠設置状況 
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＊5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査を実施する。 

1. 写真撮影と温度ロガーの

回収 
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―2．干潟調査― 
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[1]干潟 詳細マニュアル 

 
1）調査必要人員と日数 

毎年調査と 5 年毎調査を実施する。5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査をあわせて実施

する。各調査で必要な人員と日数は以下のとおり。 

・ 毎年調査：3～4 人（写真撮影係、記録係、篩係、同定係）で、原則として 2 日とする。

広大な干潟に関しては、3 日となる場合がある。 

・ 毎年調査＋5 年毎調査：4～5 人（写真撮影係、記録係、篩係、同定係）で、2 日とす

る。この調査必要人員と日数で毎年調査も実施する。 

※サイト代表者は調査者に氏名とその所属を「速報」及び「報告書」に掲載してよいか

確認しておく。 

 

 

2）調査時期 

原則として、昼間に大潮の干潮になる 4～6 月を調査時期とする。 

 

3）調査に必要な資材 

 

資材名 
毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□調査マニュアル（本稿）（サイト代表者が携行） ○ ○ 

□携帯版マニュアル ○ ○ 

□連絡先リスト（サイト代表者が携行） ○ ○ 

□方形枠（50 cm × 50 cm） ○  

□デジタルカメラ（400 万画素以上） ○  

□ハンディ GPS ○  

□ペグ（方形枠設置場所の目印用）、5 本 ○  

□白トレー（A4 サイズ）、2～5 枚 ○  

□コンテナ（大型バット） ○  

□小型スコップ（先平） ○  

□バケツ、2 個 ○  

□ポリ袋：底生動物用（大）     ＊ ○  

□ポリ袋：同定サンプル用       ＊ ○  

□調査の腕章 ○  

□調査地点ボード ○  

□記録用紙（ボードと鉛筆も） ○  
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資材名 
毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□ザル（目合い 1 mm 程度） ○  

□Eh メーター（任意） ○  

□篩：2 mm 目、1 個 ○  

□ピンセット（先尖） ○  

□埋在動物採集用コアサンプラー（15 cm 径） ○  

□バケツ：底土用、5 個 ○  

□ポリ袋：底土用（小）      ＊  ○ 

□底土採取用コアサンプラー（5 cm 径）とゴム栓   ○ 

□篩：1 mm 目、1 個  ○ 

□中性ホルマリンとスポイト  ○ 

＊ポリ袋にはあらかじめ油性フェルトペンで必要事項を記入しておく。 

 

 

4）調査エリアと調査ポイントの設定 

（1）調査場所に係わる用語の定義 

本干潟調査では、調査場所を以下のように呼ぶ（次頁の図を参照のこと）。 

・ サイトとは、モニタリングサイト 1000（沿岸域調査）の干潟調査で、全国に配置し

た調査地の一般的な名称を指す。たとえば、厚岸サイト、松川浦サイト、盤洲干潟

サイト、汐川干潟サイト、南紀田辺サイト、中津干潟サイト、永浦干潟サイト、石

垣川平湾サイトである。 

・ エリアとは、各サイトに設けられた潮間帯上部（岸）から潮間帯下部（汀線）まで

を含む範囲を指す。たとえば、松川浦サイトの「鵜の尾エリア」と「磯辺エリア」。 

・ ポイントとは、各エリアに設けられた、潮間帯上部、潮間帯中部、潮間帯下部、お

よび植生帯を指す。それぞれ、U（Upper）、M（Middle）、L（Lower）、および P（Plant）

と略す。たとえば、A エリアの潮間帯上部と B エリアの潮間帯中部は、それぞれ

AU と BM である。 

・ コドラートとは、各ポイントで調査時のみに任意に設けられた方形枠のことであり、

「方形枠」の名称を使うこともある。 

 

（2）調査エリアと調査ポイントの数 

毎年調査は、原則として 2 日間で行い、1 エリアの調査は 1 日で行なう。そのため、調査

エリア数と調査ポイント数は、調査サイト（干潟）の状況と調査の円滑性を考慮して調査

開始年度にサイト代表者の報告をもとに分科会で協議の上、決定する。 

 

 



 

27 

（3）調査エリアの設定 

調査エリアは、潮間帯上部から潮間帯下部までを含む。湾口と湾奥で環境が異なるなど、

干潟の規模や環境の多様性に応じて 1～3 エリア設定する。 

 

（4）調査ポイントの設定 

調査ポイントは、潮間帯上部（U）－ 潮間帯下部（L）の 2 ヶ所、もしくは潮間帯上部（U）

－ 潮間帯中部（M）－ 潮間帯下部（L）の 3 ヶ所とする。 

このとき、潮間帯下部（L）のポイント決定には注意する。すなわち、大潮の際、あまり

に水際にポイントを設置すると、次年度以降に調査可能な日時が限られ、モニタリングの

継続性に支障をきたす。 

 
 

5）毎年調査 

（1）生物定量調査 

生物定量調査の手順は以下のとおり。方形枠は調査の都度、任意に設置する。 

① 方形枠の設置：まず、各ポイントで、50 cm × 50 cm の方形枠をランダムに 5 つ設置す

る。次に、各方形枠全体の写真（400 万画素以上）を撮影、緯度経度、底質の性状（礫、

砂、砂泥、泥など）、植生を記録する。緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を

用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定す

る。 

② 表在生物の定量：各方形枠内で、表面に見える生物を種ごとに個体数を記録する。個

体数が非常に多い場合は、50 cm × 50 cm の方形枠内に 25 cm × 25 cm または 10 cm × 10 

cm の小方形枠を任意に 1～2 個設置し、その個体数から 50 cm × 50 cm に換算する（次

南紀田辺 
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頁の図を参照のこと）。植生（海草、海藻、塩性植物等）が確認された場合は、参考程

度に種名とその有無を記録する。量的な区別（+, ++ 等）は、参考情報として可能な範

囲で記録してもよい。 

③ 埋在生物の定量：各方形枠内で、15 cm 径のコアサンプラーを用いて、深さ 20 cm（努

力目標）の底土を 1 サンプルずつ採取する。つぎに、2 mm 目の篩でふるう。そして、

篩に残った生物を原則として持ち帰り同定・計数する。ただし、現場で問題なく同定・

計数可能な動物については必ずしも持ち帰る必要はない。このとき、標本は特に残す

必要はない。また、調査が終了したら、掘り返したところを可能な限り埋め戻す。 

 

 
 

（2）生物定性調査 

生物定量調査では採集されなかった生物を記録するため、ポイント毎に生物定性調査を

実施する。ただし、天候悪化や時間的余裕がなく実施が困難であった場合等は、定性調査

を実施していない旨を記録しておく。 

エリア近傍に塩性湿地やマングローブ湿地がある場合は、別途に探索し、発見した生物

（植生を含む）の種名を記録する。基本的な手順は以下のとおり。 

① ポイント毎に 2 名で 15 分間探索する。表層生物を対象とするが、適宜スコップで掘る

などして、生息する生物を可能な限り多く記録できるよう努める。 

② 発見した生物の種名を記録する。個体数は数えない。 

 

 

留意点は以下のとおり。 

・ 記録係が笛を吹くなどして合図し、調査時間を正確にする。 
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・ 探索範囲（ポイント単位やエリア単位）、人数、時間等が上記と異なる場合は、その

旨記録しておく。 

・ 定性調査で確認された種については、定量調査で記録していても、定性調査の結果

として別途記録する。 

・ 生息している生物種を特定できるような生活痕跡（アナジャコ類の巣穴等）が認め

られた場合には、適宜記録する。調査票には、巣穴、棲管、糞、殻などと書き入れ

る。この場合、調査終了後に、可能な限り本体の発見に努めるのが望ましい。 

・ 貝殻のみが発見された場合は、他の場所から波浪あるいは人為的に運ばれてきた可

能性も大きいことから、基本的には無視する。 

・ 軟泥が厚く堆積して、足が深く埋まって抜けなくなるような泥干潟は、危険であり、

しかも調査効率が悪いため、調査対象としない。 

 

（3）写真撮影 

画像データを以下の手順で取得する。 

① 調査ポイント情報を記したボードを右横に置き、方形枠全体を真上から撮影する。ボ

ードにはサイト名、エリア名、ポイント名などを記入する。 

② エリアごとに風景写真 2 枚と、調査サイトに出現する代表的な生物の写真 5 枚を撮影

する。この際、撮影した生物が、希少性が高いなどの理由で公表できない可能性があ

る場合は、代替の生物の写真をさらに数枚撮っておく。 

 

6）5 年毎調査 

（1）生物定量調査 

5 年毎調査では、毎年調査とは別途、生物定量調査を実施し、標本を残す。手順は以下の

とおり。毎年調査の生物定量調査では 2 mm 目の篩を使用するのに対し、5 年毎調査の生物

定量調査は 1 mm 目の篩を使用する（次頁の図も参照のこと）。 

① すべての方形枠の近傍にて 15 cm 径のコアサンプラーを用い、深さ 20 cm（努力目標）

の底土を 1 ヶ所ずつ採取し、1 mm 目の篩でふるう。 

② 残ったものすべてを 5～10 %中性ホルマリン（原液は四ホウ酸ナトリウムで中性にして

おく）で固定して持ち帰る。早期に、ソーティングと同定作業ができる場合は、ホル

マリンで固定せず、一時的に冷蔵してもよい（高い同定精度が見込める）。ただし、ソ

ーティングと同定作業の終了後、すみやかにホルマリンで固定する。 

③ 持ち帰ったサンプルから目視により動植物をソーティングし、可能な限り同定・計数

する。現存量は測定しない。 

 

標本の作製 

・ 標本はすべて、70～80 %エタノール中で保存する。使用済みのホルマリンは適切に

処理されるよう留意する。 
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・ 保存容器はガラスバイアル瓶とし、内蓋パッキンは TF/ニトリル（推奨）又はニト

リルとする。サンプルが大型でガラスバイアル瓶に入らないものは、マヨネーズ瓶

を使用する。 

・ 可能な範囲で同定し、種類ごとに分けてガラスバイアル瓶に保存する。 

・ 多毛類などで、どの分類群に入れてよいのか判断できないもの（頭部がなくてちぎ

れた胴体など）は、それらはひとまとめにして別のガラスバイアル瓶に保管する。 

・ 標本ラベルとして、鉛筆等を用いて下記項目を親水性耐水紙に記入し、瓶の中に入

れる。記入項目は以下のとおり。 

□標本 No.（番号の付け方は添付資料 2 を参照のこと） 

□標準和名 

□採集日（任意） 

・ 標本データ（採集年月日、採集者名、学名など）を事務局が提供する電子ファイル

の書式に従って記入する。 

 

（2）底土の採取・分析 

粒度と有機物含有量を測定するため、方形枠の近傍で底土を採取する（次頁の図も参照

のこと）。手順は以下のとおり。 

① 5 cm 径のコアサンプラーを用い、深さ 5 cm までの底土を 2 本分採取し、1 つのポリ袋

に入れて底土サンプルとする。採取の際には、表層の海藻類、二枚貝などの大型の底

生動物、打ち上げ物を除いておく。 

② 底土サンプルを持ち帰り、乾燥（60 °C、2～3 日）させ、請負業者に送付する。乾燥の

際、底土サンプルが泥の塊になった場合は、砕かずにそのまま送付する。請負業者は

分析業者に底土サンプルを送付し、分析を依頼する。もしくは、底土サンプルを採取

後すぐに冷蔵条件で直接分析業者へ送付する。その際、サンプルの劣化を防ぐため、

有機物含有量測定用は冷凍状態で送付することが望ましい。 

③ 粒度組成および有機物含有量を分析業者が測定する。粒度は 2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 

mm、0.125 mm、0.063 mm、シルト・クレイに分別する。シルトとクレイは分別しない。

粒度組成の測定は篩分析法、有機物含有量は強熱減量法（450 °C で 2 時間強熱条件）

で測定する。 
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[2]干潟 携帯版マニュアル 

 

（1）毎年調査 

1 写真撮影 エリアごとに景観写真 2 枚、サイトにつきに生物写真 5 枚。 

2 方形枠の設置 各ポイントに方形枠（50 cm × 50 cm）5 つ。 

3 方形枠内の写真撮影 ポイント情報を記したボードを右横に置き、真上から撮影。 

4 方形枠の位置測定 方形枠の中心で、GPS（世界測地系 WGS84、10 進法表示）

を用いて測定。 

5 底質性状の記録 方形枠内の底質（砂、砂泥など）を記録。 

6 表在生物の記録 表在生物の種類と数を記録。同定不可の種は持ち帰る。 

7 埋在動物の記録 各方形枠で 15 cm 径コア（20 cm 深）中の生物種を記録。「2 mm

篩」を使用。原則として篩上に残ったもの全量を固定し、持

ち帰ってから種同定と計数を行う。 

8 生物定性調査 ポイント毎に 15 分間探索（2 名）。表層生物を中心に発見し

た生物種名をすべて記録。近傍に植生帯があるときは別途、

同様の調査を実施。 

＊用語の定義：サイト（例：南紀田辺）→ エリア（例：内之浦）→ ポイント（例：潮間

帯上部：U）→ コドラート＝方形枠（No.1～5） 

 

（2）5 年毎調査 

1 底土の採取 方形枠の近傍で 5 cm 径コア（5 cm 深）を採取。1 方形枠につ

き 2 コア分を 1 サンプルとする。 

2 標本用生物の採集 各方形枠の近傍外側で、15 cm 径コア（20 cm 深）中の生物種

を採集、標本とする。「1 mm 篩」を使用（毎年調査と 5 年毎

調査では、篩の目のサイズが異なることに注意）。 

＊5 年毎調査に該当する年度は、「毎年調査」と「5 年毎調査」の両方を行う。 
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 コアサンプラーによるサンプリング 早見表 

調査時期 毎年調査 5 年毎調査 

目 的 
埋在動物の 

定量 

埋在動物の 

定量 

底土分析 

粒度組成・有機物含有量 

調査箇所と 

サンプル数 

すべての方形枠内で 

1 ヶ所ずつ 

すべての方形枠外の 

近傍で 1 ヶ所ずつ 

すべての方形枠の近傍

で 2 個ずつ 

5×ポイント数×エリア数 5×ポイント数×エリア数 2×5×ポイント数×エリア数 

直径 15 cm 15 cm 5 cm 

深さ 20 cm 20 cm 5 cm 

篩の目 2 mm 1 mm − 
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[3]干潟 写真マニュアル 

干潟底生生物調査道具

毎年調査（作業手順）

1. 写真を撮りGPS情報と
底質を記録

記録用紙

篩（1 mm 目）

バケツ

ザル

コアサンプラー（15 cm 径）

コドラート（方形枠）

コンテナ

ゴム栓

スコップ

ボード（地点名）

白色トレー

コアサンプラー（5 cm 径）

篩（2 mm 目）

2. 表在性の底生生物を
採取

３. 種類と数を記録

4. 15 cm 径のコアサンプ
ラーを差し込む

5. 深さ 20 cm までの底土
を堀りとる

6. 底土を 2 mm 目の篩へ
移す

7. コンテナなどに海水を
張ってふるう

8. ふるいに残ったものを
全量ポリ袋に入れ、中性
ホルマリンで固定して持
ち帰り、同定・計数する  

＊緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）

ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。
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3. コア2本分の底土をポリ袋
に入れる

2. 深さ 5 cm まで底土を取る

5. 60℃で3日間乾燥させて保
管する。または分析項目ごと
にサンプルをシール付ポリ袋
等に分け、冷蔵・冷凍して保管
する。

5年毎調査（作業手順）

乾燥させた底土は、シール付ポリ
袋（ユニパックなど）に移し、保管す
る。粒度組成と有機物含有量を分
析するため、請負者に送付する。

もしくは、採取後すぐに直接分析
業者へ送付する場合は、分析項目
ごとに底土サンプルを分け、冷蔵条
件で送付する。

 
＊5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査を実施する。 

＊底土のコアは 2 本分を 1 サンプルとする。 
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―3．アマモ場調査― 
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[1]アマモ場 詳細マニュアル 

 

1）調査必要人員と日数 

毎年調査と 5 年毎調査を実施する。5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査をあわせて実施

する。各調査で必要な人員と日数の目安は以下のとおり。 

・ 毎年調査：3 名で 1～2 日（+1 日予備日）とする。人員の配属は、2 名潜水要員、1 名水

上サポートとする。 

・ 毎年調査 + 5 年毎調査：5～6 人で 2～3 日（+1 日予備日）とする。人員の配属は、4 名

潜水要員、1～2 名水上とする。その他、研究室でのサポート要員が必要。 

※ 特に初回調査時には、調査に適した場所を探索のため、上記人数・日数よりも労力を要

する。 

※ サイト代表者は調査者に氏名とその所属を「速報」及び「結果票」に掲載してよいか確

認しておく。 

 
2）調査時期 

各サイトの調査時期は、海草類の現存量が最大となる時期に設定する。ただし、地域の

状況や調査員の都合を総合的に考慮して決定する。なお、2 年目以降の調査は、毎年同じ時

期に実施する。 

・ 指宿（鹿児島県）：4～5 月 

・ 富津（千葉県）：6 月 

・ 安芸灘生野島（広島県）：6 月 

・ 大槌（岩手県）：7 月 

・ 厚岸（北海道）：8 月 

・ 石垣伊土名（沖縄県）：9 月 

 
3）調査に必要な資材 

 

資材名 
毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

【野外調査用品】   

□調査マニュアル（本稿）（サイト代表者が携行） ○ ○ 

□携帯版マニュアル ○ ○ 

□連絡先リスト（サイト代表者が携行） ○ ○ 

□潜水機材（各自用意） ○ ○ 

□モニタリングサイト 1000 調査旗 ○ ○ 

□調査許可関係の物品（許可証、潜水旗） ○ ○ 
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資材名 
毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□耐水紙と記録用紙、筆記用具 ○ ○ 

□デジタルカメラ（防水機能、耐圧機能つき、 
400 万画素以上） 

○ ○ 

□GPS（観測点のデータ入り、防水加工をするの 
が望ましい） 

○ ○ 

□測点マーク用のアンカーとブイ（船から投げ 
込めるタイプ） 

○ ○ 

□方形枠（50 cm × 50 cm）人数分が望ましい ○ ○ 

□標準被度写真 ○ ○ 

□標本採集用網 ○ ○ 

□1 mm のメッシュネット：10 個×植生帯の数  ○ 

□ビニール袋：5 個×植生帯の数  ○ 

□海草刈り取り用のハサミあるいはナイフ  ○ 

□15 cm 径コアサンプラー（底生生物採集用）  ○ 

□5 cm 径コアサンプラー（底土採取用）  ○ 

【室内作業用品】   

□1 mm 篩（大型＋小型）  ○ 

□バット類（白トレー）  ○ 

□ピンセット  ○ 

□サンプル保管用ボトル  ○ 

□10 %中性ホルマリン  ○ 

□スポイト、洗びん  ○ 

□漏斗、薬さじ（サンプル収納用）  ○ 

□押し葉作成キット（研究室） △ ○ 

□サンプル輸送用バケツ  ○ 

 
4）調査地点の設定 

毎年同じ場所で海草の消長を観測することを目的に調査地点を設定する。調査地点は、

調査対象の海草が優占的に生育する群落内となるよう、初年度に決定する。初年度にスノ

ーケリングなどで付近を泳いで、以下の 6 点以上を選定する。なお、点数は労力に応じて

適宜変更してよい。 

・ アマモ場の岸側の分布の縁 1 点 

・ アマモ場の沖側の分布の縁 1 点 

・ 上記 2 地点の間にあるアマモ場には水深を考慮しつつ植生帯に合わせて 4 地点に配置 
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2 年目以降は初年度に設定した点で調査を実施する。アマモ場の変動に応じて点数を増や

しても良い。 

緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）

ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。 

 

5）毎年調査 

（1）写真撮影 

調査開始前に調査地点全体の写真を撮影する。海から陸に向かった写真と、陸から海に

向けた写真を 2 枚撮る。 

 
（2）生物定量調査 

① GPS を利用して初年度に設定した調査地点にブイを投入する。 

② ブイの位置において、水深、時刻、見た目の底質を記録する。ここでの「見た目の底

質」とは、砂・泥・小礫など、景観としての底質のこと。 

③ ブイの周辺（直径 20 m 程度の範囲、ただし水深が急に変わる場所の場合は、同じ水深

帯にとどまること）に 50 cm × 50 cm の方形枠をランダムに 20 個設置し、出現種の被

度、優占する海草の種、および全体被度を記録する。ただし例外として、出現種が多

く各種の被度の計測が難しいサイトでは全体被度と第一優占種を記録する。（例：石垣

伊土名サイトなど）。植物の被度は方形枠を上から見た際の投影面積で表す。被度の判

定用には標準被度写真を用いて判定誤差を小さくする。被度は 5 %単位で記録する。た

だし 5 %未満と判断された場合は、便宜的に“＋”と記録する。また出現種が多く各種の

被度の計測が難しいサイト（例：石垣伊土名サイトなど）では、優占種以外の種の出

現（presence）を示す場合、“ p ”と記録する。もし、方形枠外のみに出現する海草の種

がある場合は、備考欄に種名を記録する。 

④ アマモ場に出現した表在性の大型底生生物については、採集せずに判別可能な範囲で記

録する。方形枠内に出現した種は出現ベントス欄に種名（あるいは高次分類群名）と個

体数を記録し、枠外の生物については種名のみ調査地点の備考に記入する。また、方形

枠内に出現した大型海藻は、可能な範囲で量的な情報を加えて方形枠の備考に記入する。 

⑤ 水中の景観写真、方形枠の写真、主要大型動植物の写真を撮影する。透明度が悪い場合

でも、写真を撮影しておくことでその状況が記録されるため、原則として写真は撮影す

る。 
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6）5 年毎調査 

（1）定量的な標本採集 

毎年調査を基に、優占する植物によって調査帯を分け、各調査帯の植生中心部付近にて

水深を記録する。各調査帯において、海草が生育している場所から 5 サンプルずつ底生生

物を採集する。まず、採集地点の海草の地上部を直径 15 cm の正円形に刈り取り、目合 1 mm

のメッシュバックに入れる。この際、葉上に生息していた動物を落とさないように、海草

は丁寧に扱う。次に、地上部を刈り取った部分にコアサンプラー（15 cm 径）を用いて海草

の地上部と地下部深さ 10 cm まで採集する。採集したコアサンプルは目合 1 mm のメッシュ

バックに入れて持ち帰る。すなわちサンプル数は、調査帯数 × 5 サンプル × 地上・地下（× 

2）となる。なお、小型の海草については、地上部と地下部を分けずにコアサンプラーで採

集を行う。ウミショウブは地上部のみを採集する。 

 

（2）底土の採取 

各調査帯において、調査帯毎の粒度を把握するための分析用の底土を 5 cm 径程度の塩ビ

製コア（あるいはアクリル製コア）用いて 5 cm の深さまで挿入し、2 サンプル（1 つは予備

サンプル）を採取する。 

 

（3）定性的な標本採集 

調査地周辺で観察された海草類すべてについて、押し葉標本用のサンプルを採集する。 

 

（4）乾燥重量の測定、底生動物の同定・測定、標本作製 
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① 定量的に採集した標本の処理 

・ 海草類の葉上部については、淡水で洗うことにより、付着している葉上の動物を分離す

る（動物が浸透圧の変化で壊れないように、なるべく速やかに行う）。採集したサンプ

ルは腐敗を防ぐため、ただちに氷冷するまたは 10 %中性ホルマリンで固定するなどの

処理を施した上で持ち帰る。 

・ サンプルの種同定及び計数を行う。種同定は調査者が問題なく同定できる範囲とし、科

や目程度の大まかなレベルとする。ただし、大型の甲殻類や貝類のように容易に同定可

能な種については、種や属レベルまで同定しても良い。なお、動物の個体数が多過ぎる

場合には、サブサンプルを取って作業量を軽減し、最後に全体量に換算しても良い。 

・ 海草類の地上部については、すべての種についてシュートタイプ（生殖株、栄養株）、

シュート数、草丈（シュートごと）を計測する。ただし、シュート数が多い小型種（コ

アマモ、マツバウミジグサ、ウミヒルモ等）については、無作為に 10 シュートを選び

計測する。その後、地上部と地下部を 60 °C で乾燥させ、それぞれの乾燥重量を測定す

る。 

・ コアサンプラーで採集した動物については 1 mm の篩をかけた後、篩の上に残ったもの

を目視でソーティングして、10 %中性ホルマリンで固定する。葉上の動物と共に密閉性

容器に入れて、標本の整理、固定液のエタノール置換を行う担当者に送付する。使用済

みのホルマリンは適切に処理されるよう留意する。 

② 底土分析：粒度分析用の底土は 60～80 °C で乾燥させ、分析を行う機関に送付する。 

③ 定性的に採集した標本の処理：標本用に採集した海草類の乾燥押し葉標本を作製する。

一般的な乾燥押し葉標本の作製手順は本冊子「V．4．藻場調査マニュアル」を参照の

こと。 
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[2]アマモ場 携帯版マニュアル 

 

（1）毎年調査 

1 風景の写真撮影 海→陸、陸→海の景観各 1 枚。 

2 生物定量調査 ブイ投入。ブイ近傍の水深・時刻・底質の記録。ブイから直

径 20 m の範囲に 50 cm × 50 cm 方形枠 20 個をランダムに設

置し、枠内の出現種の被度、優占海草種、全体被度を記録。 

3 生物の写真撮影 生物写真 5 枚程度。 

＊緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いることとし、表示は 60 進法（dd°mm′ss″）

ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。 

 

（2）5 年毎調査 

1 定量的な標本採集 毎年調査に基づき調査帯を設ける。各調査帯の植生中心部付

近にて水深を記録。植生帯毎に海草が生育している場所から

5 サンプルずつ、海草の地上部と地下部（15 cm 径 × 10 cm 深

コアサンプラーを使用）、海草に付着した葉上の動物、底土の

コアサンプルを採集。小型の海草は地上部と地下部を分けず

に採集。 

2 底土の採取 各調査帯において、調査帯毎の粒度を把握するための分析用

の底土 2 サンプルを採取（5 cm 径 × 5 cm 深）。 

3 定性的な標本採集 調査地周辺で観察された海草類をすべて採集。 

4 研究室での作業 ・ 採集した動物を固定、調査者で能力的・時間的に可能な

範囲で種同定（科や目程度）・計数。 

・ 海草類の地上部は、すべての種についてシュートタイプ

（生殖株、栄養株）、シュート数、草丈（シュートごと）

を計測。地上部と地下部を 60 °C で乾燥後、乾燥重量を

測定。 

・ 底土を 60 ～80°C で乾燥後、底土分析をおこなう機関に

送付。 

・ 押し葉標本を作製。 

＊5 年毎調査に該当する年度は、「毎年調査」と「5 年毎調査」の両方を行う。 

＊潜水作業は潜水士免許所持者を充てるなど、特に安全に注意して実施すること。 
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[3]アマモ場 写真マニュアル 

アマモ場調査道具：毎年調査

潜水旗・許可証筆記用具
(耐水性のもの）

デジタルカメラ
（調査地点の景
観と方形枠内
の海草とベント
スの種を記録す

る）

GPS
（基点・調
査点の緯
度経度を
記録する）

ブイ
（調査地点をマークする）

ペグ
（ブイを固定する）

方形枠
(海草類の出現種と

被度の計測に用い
る）

シュノーケリングの装備

フィン
（深場で計測する場合）

ウエットスーツ
または

ドライスーツ

マリンブーツ

マスク
と

シュノーケル

 

調査の手順（毎年調査）

１．海岸の全景写真を2枚（海

向き・陸向き）撮影する
２．調査地点（６点以上）を設
定し，GPSで記録する

３．GPSで設定した点すべ

てにブイを投入する

４．ブイ投入点の底質・
水深・時刻を記録する

５．ブイ周辺の景観写真
を撮る

６．ブイの周囲10m以内に
方形枠を20個設置する

７．方形枠内の海草の全
体被度，出現種の被度，
優占種を記録し，大型ベ
ントスの種名と個体数を
記録する

８．各方形枠で海草・大型
ベントスの種毎の写真を
撮影する
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調査道具（５年ごと調査）

刈り取り用ナイフ
(錆びないものが望まし

い）

海草採集用
メッシュバック
（目合い1mm）

泥採集用
メッシュバック
（目合い1mm）

バケツ
（運搬用）

コアサンプラー（15cmΦ）

（泥サンプル用）

毎年調査の道具類に加えて，さらに必要な道具類

コアサンプラー（5cmΦ）

（底土サンプル用）
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１．海草の地上部を淡水で洗
い，動物を剥離させる

２．剥離させた動物を肉
眼でソーティングする

３．密閉容器に入れ，中
性ホルマリンで固定する

４．海草を地上部と地下
部にわける

５． 60℃で乾燥させ，乾

燥重量を計測する

６．泥サンプルを1mm目の

篩でふるう

８．密閉容器に入れ，中
性ホルマリンで固定する

９．底土サンプルを60～80℃
で乾燥させ，分析機関へ送
付する

７．ふるったものを肉眼で
ソーティングする

調査の手順 （５年ごと調査 ：室内作業）
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―4．藻場調査― 
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[1]藻場 詳細マニュアル 

 

1）調査必要人員と日数 

毎年調査と 5 年毎調査を実施する。5 年毎調査の実施年度にも、毎年調査をあわせて実施

する。各調査で必要な人員と日数は以下のとおり。 

・ 毎年調査：4～5 人で、原則として 2 日とする。海況を考慮し、予備日を 1 日設ける。初

年度は、調査準備（永久方形枠設置など）も行うので、人員と日数に余裕をもたせて計

画する。 

・ 5 年毎調査＋毎年調査：5～6 人で、原則として 2 日とする。海況を考慮し、予備日を 1

日設ける。永久方形枠の設置や調査などの潜水作業には、潜水士の資格を持つ者が担当

するなどの配慮を行う。 

※サイト代表者は調査者に氏名とその所属を「速報」及び「結果票」に掲載してよいか確認

しておく。 

 

 

2）調査時期 

各サイトの調査時期は海藻の消長を考慮し、その繁茂期に設定する。したがって、各サ

イトの状況に応じて、毎年同じ時期に実施する。 

・ 淡路由良（兵庫県）：5 月頃 

・ 竹野（兵庫県）：5 月頃 

・ 志津川（宮城県）：6 月頃 

・ 薩摩長島（鹿児島県）：7 月頃 

・ 室蘭（北海道）：8 月頃 

・ 伊豆下田（静岡県）：9 月頃 

 

 

3）調査に必要な資材 

 

資材名 
方形枠 

設置 

毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□調査マニュアル（本稿）（サイト代表者が携行） ○ ○ ○ 

□携帯版マニュアル ○ ○ ○ 

□連絡先リスト（サイト代表者が携行） ○ ○ ○ 

□潜水機材 ○ ○ ○ 

□モニタリングサイト 1000 調査旗 ○ ○ ○ 

□調査許可関係の物品（許可証、潜水旗） ○ ○ ○ 
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資材名 
方形枠 

設置 

毎年 

調査 

5 年毎 

調査 

□耐水紙と記録用紙、筆記用具  ○ ○ 

□デジタルカメラ（防水機能、耐圧機能、400 万 

画素以上、動画撮影機能）、ビデオカメラ 
 ○ ○ 

□GPS（観測点のデータ入り、防水加工をするの 

 が望ましい） 
○ ○ ○ 

□巻尺（100 m）と重し ○ ○ ○ 

□方形枠 50 cm × 50 cmおよび 2 m × 2 m方形枠用 

 ロープ 
 ○ ○ 

□ブイ、フロート ○ ○ ○ 

□ロープ ○ ○ ○ 

□標本採集用網 ○ ○ ○ 

 

 

4）調査地および方形枠の設定 

（1）調査地の選定 

調査地は永久方形枠が設置できる岩礁帯の藻場を選定する。ただし、波浪による海底地

形の変化や、後述するコーナーマーカーの逸出が生じる恐れのある転石帯は調査地としな

い。 
 

（2）調査ラインの設置 

毎年同じ場所で海藻の消長を観測することを目的に永久調査測線（以下、調査ラインと

いう）を設定する。調査ラインは、調査対象の海藻が優占的に生育する群落を通るように、

初年度に決定する。 

初年度の調査ラインの設定時には、起点の位置情報、調査ラインの方向などを記録する。

位置情報の記録方法は以下のとおり。 

① 潮上帯もしくは浅所の岩盤上などの地点を「起点」に定め、位置情報などを GPS によ

って計測する。起点にはボルトなどの耐久性のある目印を設けておく。 

② 調査ラインは岸から沖に向かって設定する。終点は、原則として藻場が成立しなくな

る水深までとするが、10 m 以深での調査は危険が伴うため、サイト代表者が適宜、終点

位置を判断し決定する。なお、緯度経度の測定は GPS（測地系は WGS84）を用いること

とし、60 進法（dd°mm′ss″）ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。 

 

（3）方形枠の種類と設置の方法 

①方形枠のタイプ 

藻場調査で使用する方形枠には、「50 cm × 50 cm の方形枠」および「2 m × 2 m の永久方
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形枠」の 2 タイプがある。 

②方形枠・永久方形枠の数、設置場所 

・ 50 cm × 50 cm の方形枠：調査ラインの上に一定間隔に 10 ヶ所程度設置する。方形枠の

間隔は、調査地の環境条件や調査対象種の分布状況に応じて、初年度にサイト代表者が

決定する。初年度に決定した間隔は、次年度以降でも同一とする。 

・ 2 m × 2 m の永久方形枠：潜水により藻場景観を把握し、複数種の優占種がみられる藻

場の場合は、調査地を複数の調査帯（植生帯）に分ける（下図の点線部）。その調査帯

において当該調査帯を代表する海藻群落を含むように永久方形枠となる 2 m × 2 m の正

方形の頂点をアンカーボルトなどにより設置する（下図は調査帯を2つに設定した事例）。

アンカーボルトなどには目立つプラスチック番号札などの目印を付ける。 

 

 
 

 

③コーナーマーカーの設置 

2 m × 2 m の永久方形枠は、毎年継続して調査が行えるように、方形枠の 4 隅にはステ

ンレス製ネジなどを埋め込む。この 4 隅のボルト類を、以後、コーナーマーカーと呼ぶ。 

コーナーマーカーは、後述するようにロープを通して方形枠を作るための 4 つの頂点

の部分となる。方形枠の「辺」の部分となるロープは、調査終了後すぐに取り外す。 

コーナーマーカーの素材は、原則としてステンレス製のネジを使用するが、調査エリ

アの景観や海況などに配慮して、止むを得ない場合はサイト代表者が適切なものを選ぶ。
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同様に、設置方法についても現場状況に適した方法に変更してもよい。ただし、コーナ

ーマーカーの素材や方形枠の設置方法を変更する場合には、関係省庁や都道府県、市町

村、漁協との調整が必要な場合があるため、事務局に連絡する。 

また、コーナーマーカーの設置は、海中土木の専門業者に依頼してもよい。 

 

コーナーマーカー設置の事例 

  
・ 左写真は、瀬戸内海沿岸の淡路由良サイトにおける事例。岩盤を穿孔し、岩盤とステン

レス製ネジを専用接着剤で固定した。本法がスタンダードな方法である。 

・ 右写真は、北部太平洋沿岸の志津川サイトにおける事例。付近に養殖場が多く穿孔作業

ができないため、岩礁にステンレス製アイプレート（ロープが通せる金具）をエポキシ

系水中ボンドで固定した。本法はスタンダードな方法が採用できない場合の代替法のひ

とつである。 

 

5）種同定と被度の測定 

植物種の同定：原則として種レベルまで同定するが、現場での同定が困難な無節石灰藻

（無節サンゴモ）類については、ヒライボ等の特徴的な種以外は無節石灰藻（無節サンゴ

モ）として一括りにする。1 回の調査内で種の認識を調査者間で共有できるよう、種のすり

合わせを行うことが望ましい。被度は 5 %単位で記録する。ただし 5 %未満と判断された場

合は、“+” と記録する。また被度は、林冠状に発達する大型藻類（林冠）とその下層に生育

する小型藻類（下草）とに分けて、それぞれ計測する（林冠部と下層部の被度を総計した

ときに 100 %を超えてもかまわない）。 

 

6）毎年調査 

サイトの概観を把握するための調査を行う。調査ライン上の 50 cm × 50 cm 方形枠内、お

よび 2 m × 2 m 永久方形枠内で調査する。調査項目は以下のとおり。 

① 写真撮影：陸上および水中の景観写真を各 1 枚、生物写真を 3 枚程度撮影する。代表

的な 50 cm × 50 cm 方形枠の全体写真を撮影する。 

② ビデオ撮影：調査ライン上でビデオ撮影する。このとき、調査ライン上の生物相の変

化や環境状況を正確に記録できるように、起点から終点までゆっくりと連続して撮影

する。調査ラインを撮影する前に、撮影機器の日時設定等が実際の日付に設定されて

いるか確認しておく。 
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③ ライン調査（50 cm × 50 cm 方形枠）：方形枠内に生育する主な植物種、植物種ごとの被

度を記録する。あわせて、方形枠設置箇所の起点からの距離、水深、時刻、底質の性

状を記録する。そのほか、ライン上で底質や植生が大きく変化する場所の起点からの

距離や水深を記録する。 

④ 永久方形枠調査（2 m × 2 m 方形枠）：方形枠内に生育する主な植物種、植物種ごとの被

度、大型の底生動物の種および個体数を記録する。また枠全体の植生が判別可能な写

真を撮影する。なお、方形枠内の植物の被度としては、繁茂する植物については林冠

における被度を、林冠に達しない小型の海藻類については基質上（下草）における被

度を記録する。調査対象とする大型の底生動物は、ウニ類、ナマコ類、ヒトデ類など、

調査時に目視判別できる大型種とする。 
 

7）5 年毎調査 

毎年調査に加えて坪刈りと標本作製を行う。 

① 坪刈り：調査帯ごとに 50 cm × 50 cm 方形枠を 1 つ新たに設置し、枠内の植物を坪刈り

する。採集した海藻は種ごとにわけ、種ごとの湿重量及び乾燥重量（素重量：60 °C で

48 時間の乾燥）を測定する。ただし、大型海藻等の乾燥重量は文献等から乾湿重量比

を引用して湿重量から換算してもよい。 

② 標本採集と押し葉標本作製：調査ライン上（複数の 50 cm × 50 cm 方形枠内）で確認さ

れた調査サイトで優占する海藻を採集し、押し葉標本を作製する。 

 

 

参考：押し葉標本作製方法 

① 採集と持ち帰り：海藻は網袋か布袋に入れて持ち帰る。ポリ袋やバケツに入れる

ときは、可能な限り水を切って空気に触れるようにする。持ち帰りに時間がかか

る場合は、ポリ袋に入れて、さらにアイスボックスに入れる。保冷剤を新聞紙で

幾重にも包んで、一緒に入れておくとなおよい。 

② 保存：可能ならば、すみやかに標本作製作業を開始する。1～2 日後に押し葉にす

る場合は、水道水で洗わずにポリ袋に入れて、冷蔵庫内に保存する。やむを得ず

保存する場合は、海水か水道水でゴミや砂を落とし、小さなポリ袋に小分けにし

て入れ、水や空気を追い出すようにしながら口を輪ゴムで閉じ、冷凍する。 

③ 塩抜き：水道水で洗いながら、ゴミや砂を落とした後、水道水に浸けておく。薄

い標本なら数分、分厚い標本でも 10 分程度でよいが、ほとんどの標本はもっと長

く浸けておいてもよい。冷凍品は、水道水で解凍している間に塩分が抜ける。 

④ 海藻を台紙に乗せる：水道水を深めに張った洗面器に、塩抜きが済んだ海藻を入

れ、その下に海藻より一回り大きい台紙を入れる。海藻と台紙を水面に浮かべる

ように手の平で支えながら、ピンセットか楊枝で海藻の形を整え、そのまま押し

上げるようにして水から上げる。 
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⑤ 水切り：斜めに置いたスノコ板などに、海藻が乗った台紙を乗せ、海藻や台紙の

表面の水滴が落ちるのを待つ。台紙は斜めにしておく方が、水滴が落ちやすい。

長時間放置すると、海藻が縮んだり、台紙が曲がる恐れがあるので、5 分くらい

を目安にする。 

⑥ 吸取紙に挟む：ダンボールの上に海藻が乗った吸取紙を乗せ、その上に海藻が乗

った台紙を隙間なく並べ、さらにその上に布、吸取紙、ダンボールを順に重ねる。

これを繰り返して最後に厚い板をのせ、その上に重りを乗せる。布は海藻が糊分

で吸取紙に張り付くのを防ぐ役目をする。 

⑦ 乾燥：ダンボールの目に向かって、扇風機などで風を送ると、薄い標本は一晩、

かなり厚い標本でも 2～3 日で乾く。ダンボールを用いない場合は、吸取紙を朝夕

ごとに替えて、2～4 日かかる。この方法のための海藻押し葉乾燥機が使える場合

は、それを使用する。 

⑧ 完成：乾いたダンボールや吸取紙を取り除き、布を丁寧にはがす。ほとんどの海

藻は台紙に貼り付けているが、剥がれていたら、合成糊で貼り直し、布を被せ半

日ほど押しておく。海藻が縮んだり台紙に皴が生じた場合、もう一度水に浸けて

押し直す。 

 

 

＊以上の標本作製方法は、横浜・野田（1996）の「海藻おしばの作り方」の項を一部改変

し記述した。 

 

【文献】 

横浜康継・野田三千代（1996）海藻おしば カラフルな色彩の謎．海游舎 pp. 1−94. 
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[2]藻場 携帯版マニュアル 

 

（1）毎年調査 

1 写真撮影 陸上・水中の景観各 1 枚、生物写真 3 枚程度、50 cm × 50 cm

方形枠の全体写真を方形枠ごとに撮影。 

2 ビデオ撮影 調査ライン上での生物相や環境状況の変化が分かるように起

点から終点までゆっくりと撮影。 

3 ライン調査 50 cm × 50 cm 方形枠内の主な植物種、植物種ごとの被度を記

録。方形枠の位置情報（起点からの距離、水深、時刻、底質）、

そのほか、気がついた点を記録。 

4 永久方形枠調査 2 m × 2 m 方形枠内の主な植物種、植物種ごとの被度、大型の

底生動物の種名および個体数を記録。 

枠全体の植生を把握できる写真を撮影。 

＊緯度経度の測定には GPS を用いること。また、GPS の測地系は WGS84 に設定し、緯度

経度の記録には 60 進法（dd°mm′ss″）ではなく、10 進法（ddd.dddd）に設定すること。 

＊ライン調査の 50 cm × 50 cm 方形枠は岸側から 1、2、3、・・・とする。 

 

 

（2）5 年毎調査 

1 坪刈り 調査帯ごとに、新たに 50 cm × 50 cm 方形枠を任意で配置し、

枠内の海藻を坪刈り。植物種ごとに湿重量・乾燥重量を測定。 

2 標本採集と押し葉標本

作製 

ライン調査（複数の 50 cm × 50 cm 方形枠内）で確認された

調査サイトを代表する海藻を採集し、押し葉標本を作製。 

＊5 年毎調査に該当する年度は、「毎年調査」と「5 年毎調査」の両方を行う。 

＊潜水作業は潜水士免許所持者を充てるなど、特に安全に注意して実施すること。
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[3]藻場 写真マニュアル  

1. 調査ラインに沿って、植生をビデオで撮影
2. 調査ライン上の方形枠（50 cm 四方）内の主な

植物種とその被度を記録
3. 永久方形枠（2 m 四方）内の主な植物種とその

被度を記録
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各サイトの位置情報 
 

生態系 

タイプ 

海域 

区分 

調査 

サイト名 
都道府県 市町村 

磯 

① 厚岸浜中 北海道 厚岸郡浜中町 

③ 大阪湾 大阪府 泉南郡岬町 

④ 安房小湊 千葉県 鴨川市 

⑤ 南紀白浜 和歌山県 西牟婁郡白浜町 

⑤ 天草 熊本県 天草市 

⑥ 石垣屋良部 沖縄県 石垣市 

干潟 

① 厚岸 北海道 厚岸郡厚岸町 

③ 中津干潟 大分県 中津市 

④ 松川浦 福島県 相馬市 

④ 盤洲干潟 千葉県 木更津市 

④ 汐川干潟 愛知県 田原市、豊橋市 

⑤ 南紀田辺 和歌山県 田辺市 

⑤ 永浦干潟 熊本県 上天草市 

⑥ 石垣川平湾 沖縄県 石垣市 

アマモ場 

① 厚岸 北海道 厚岸郡厚岸町 

① 大槌 岩手県 上閉伊郡大槌町、釜石市 

③ 安芸灘生野島 広島県 豊田郡大崎上島町 

④ 富津 千葉県 富津市 

⑤ 指宿 鹿児島県 指宿市 

⑥ 石垣伊土名 沖縄県 石垣市 

藻場 

① 室蘭 北海道 室蘭市 

① 志津川 宮城県 本吉郡南三陸町 

② 竹野 兵庫県 豊岡市 

③ 淡路由良 兵庫県 洲本市 

④ 伊豆下田 静岡県 下田市 

⑤ 薩摩長島 鹿児島県 出水郡長島町 

海域区分は「III．海域区分とサイト配置」を参照のこと。 

 

添付資料 1 
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標本ラベル・標本データについて 
 

1）標本ラベルの記録内容 

調査者は、標本ラベルを標本作製時に作成し、バイアル瓶の中に入れる。 

 

 

 

 

 
      左：干潟の一例、右：藻場の一例 

2）標本 No.の文字列の構成 

・ 採取年：2010 

・ 生態系：TF（干潟）、AB（藻場） 

・ サイト名：MTK（松川浦）、YRA（淡路由良） 注）生態系ごと、およびサイトご

との略号は「6）生態系、サイト名の記号」を参照のこと。 

・ 標本番号：AU5−001＝AU5（A エリアの潮間帯上部方形枠 No.5）の 001 番 

 

3）ラベル用紙、インク、プリンターなど 
・ 親水紙（印刷用和紙など）とする。例：SOHO タワー／インクジェット用カラー親

水紙。撥水性の耐水紙は使用不可。 

・ 用紙は事務局で購入してサイト代表者に配布する。 

・ プリンターで印字する場合は顔料系ブラックのインクを使用する。このインクが利

用できるプリンターの例：バブルジェットインクジェットプリンターなど 
・ 直接記入の場合は、鉛筆・シャープペンシル、または顔料系インクを使用したロト

リング（製図ペン）を用いる。 
 

4）標本ビン 
・ ビン口が広く、肩の狭い硬質ガラス製スクリューバイアルを使用する（口が狭く、

肩が広いビンは、標本およびラベルの出し入れが困難）。例： 日電理化硝子 強化

硬質スクリューバイアル 

・ 内蓋パッキンは、TF/ニトリルが望ましいが、サンプル数が膨大で予算上の支障が生

じた場合は、TF/ニトリルをニトリルにする。ソフトロン、シリコンは使用不可。 

 
5）標本データ 

標本データを事務局が提供する電子ファイルの書式に従って記入する。必須記入項目は、

一般和名、学名（属名、種小名）、モニタリングサイト 1000 沿岸域調査標本番号、備考（標

本形態やサンプル固定・保存後に失われる特徴（色彩や形態など）、採集に用いた船舶名、

2010TFMTKAU5-001 

ホソウミニナ 

20100509 
日付は任意 

標本 No. 

一般和名 

添付資料 2 

2010ABYRA-001 

カジメ 

20100526 
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調査方法その他、調査者がラベル上に残したい情報；解剖検査結果、感染症検体結果。種

の保存法、自然公園法、外来生物法、文化財保護法など、法的事項との抵触など）。 

 

6）生態系、サイト名の記号 

生態系タイプ 

（英語表記：記号） 
調査サイト名 記号 

磯 

（Rocky shore：RS） 

厚岸浜中 HMN 

大阪湾 OSK 

安房小湊 KMN 

南紀白浜 SRH 

天草 AMK 

石垣屋良部 YRB 

干潟 

（Tidal flat：TF） 

厚岸 AKS 

中津干潟 NKT 

松川浦 MTK 

盤洲干潟 BNZ 

汐川干潟 SOK 

南紀田辺 TNB 

永浦干潟 NGU 

石垣川平湾 KBR 

アマモ場 

（Seagrass bed：SB） 

厚岸 AKS 

大槌 OTC 

安芸灘生野島 IKN 

富津 FTU 

指宿 IBS 

石垣伊土名 ITN 

藻場 

（Algal bed：AB） 

室蘭 MRN 

志津川 SDG 

竹野 TKN 

淡路由良 YRA 

伊豆下田 SMD 

薩摩長島 NGS 
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調査の安全管理に関する情報 
 

 

1）調査実施にあたっての注意点 

 本注意点は、磯や干潟での調査を想定した内容であり、潜水作業を伴う可能性のある

アマモ場や藻場での調査は対象としない。 

 

●危険の予測と対策 

 野外調査開始にあたって、現場担当者と調査責任者は野外で発生しうる事故について

事前に予測し、協議をおこなう。あらかじめ予測される危険が存在するときには、これ

に対処するためのガイドラインを作成することで危機に遭遇した際、迅速に対応できる。 

 

●野外調査において想定される危険とそれに対する安全対策について 

危険項目 想定される状況 安全対策 
地形条件 ・落石 

・離岸流や引き波等の沖に向かう流れに流

される。 
・岩場で転倒する。 
・干潟でぬかるみにはまる。 
 

・できるだけ崖には近づかない。 
・離岸流等が存在している場所（遊泳禁止

区域等）には絶対に近づかない。 
・ゆっくり足場を確認して歩く。岩場では

滑りにくいゴムやフェルト製の底の靴を

履く。また、転倒した際の怪我を最小限

にとどめるよう、身体を保護するもの（手

袋、長袖、長ズボン等）を着用する。 
・人が歩いていないと思われる場所には近

づかない。 
 

天候 ・落雷や大雨等の局所的な気象変化 
 
（例）雨雲が接近しあたりが暗くなる、雷

鳴が聞こえるなど 
 

・事前に調査予定日の天候について必ず確

認をおこなう。 
・局地的な気象変化にも対応できるよう、

リアルタイムでの気象情報にも留意す

る。 
・特に落雷の兆候が認められた際は、速や

かに作業を中断し、周囲にある頑丈な建

物や車の中などへ退避する。周囲に避難

場所がない場合は、姿勢を低く保ち水辺

から退避する。 
・天候の状況が悪いと判断される場合は、

無理に調査は実施せず、日程変更につい

て検討する。 
 

海況 ・台風や低気圧の接近による高潮や波高な

どの波の変化 
・潮汐（潮の満ち引き）変化により、岸へ

戻れなくなるなど 
 

・事前に調査予定日の海況（波浪予想、潮

位、潮汐）について必ず確認をおこなう。 
・海況の条件が悪いと判断される場合は、

無理に調査は実施せず、日程変更につい

て検討する。 
 

熱中症 ・大量の発汗 
・めまい 
・頭痛 
・倦怠感 
・手足のしびれ 

・調査者全員が十分に水分補給できる量の

スポーツドリンク等を準備する。 
・日差しを遮る帽子などを着用し、こまめ

な水分補給と適度な休息を心がける。 
・熱中症が疑われる場合は速やかに作業を

添付資料 3 



 

61 

危険項目 想定される状況 安全対策 
・けいれん 
・吐き気 
・嘔吐  等の症状が認められる。 

中断し、涼しい場所に移動する。首筋、

脇の下、脚の付け根を冷やす処置と同時

に水分補給をおこない安静にする。重度

と判断される場合は速やかに救急車を呼

ぶ。 
 

低体温症 ・唇の色が悪い 
・震える 
・頻尿 
・思考錯乱 
・軽い言語障害  等の症状が認められる。 

・適度な休息や暖をとったり、きちんと食

事や水分を補給する。 
・低体温症が疑われる場合は、救急車を呼

ぶなど迅速に医療機関へ搬送する。 
 
 

危険生物 ・アカエイ等の尾に毒トゲを持つ魚 
・ハオコゼ、ゴンズイ、アイゴ等のヒレに

毒刺を持つ魚 
・アンボイナガイ等の毒を持つ貝 
・カツオノエボシ、アカクラゲ等の刺胞（触

手についている小さな袋）に毒を持つク

ラゲ 
・毒トゲを持つガンガゼやオニヒトデ 
・ヒョウモンダコやウミヘビ  等との遭

遇 

・周辺海域で遭遇する可能性のある危険生

物の情報および事故が生じた際の対処方

法について事前に確認しておく。 
・危険生物の疑いのある生物をむやみに触

らない。 
・刺された場合は、直ちに医療機関へ搬送

する。 

津波 ・調査地周辺における地震発生 
・潮位の急激な変化を確認 

・調査前には、調査者全員で調査地にもっ

とも近い避難場所とその経路を地図で確

認する。 
・地震による揺れを感じた場合には、速や

かに作業を中断し、高台の避難場所へ移

動する。インターネット・ワンセグ・ラ

ジオ・防災無線等から情報収集を行う。 

 

●調査前に確認しておくべき事項 

・ 潮汐や波浪等の気象条件 

 必ず潮位や波浪および天候等の確認をおこなう。潮位や波浪および天候等は気象

庁の Web サイト（http://www.jma.go.jp/jma/index.html）などから検索できる。局地的

な気象変化にも対応できるよう、リアルタイムでの気象情報にも留意する。 

・ 危険生物 

 周辺海域で遭遇する可能性のある危険生物の情報および事故が生じた際の対処方

法を確認する（参考情報も参照）。 

・ 医療機関 

 調査地にもっとも近い医療機関の情報（電話番号、住所）等を確認する。 

・ 避難場所 

 調査前には、調査者全員で調査地にもっとも近い避難場所とその経路を地図で確

認する。特に、地震発生時の津波に関する情報を収集する方法を必ず確認する。 

・ トイレやコンビニ 

 利用できるトイレや調査地から最も近いコンビニなどの位置を営業時間とともに

確認しておくと良い。 
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・ 交通機関 

 調査地までの交通機関と最寄り駅およびバス停の時刻表を確認する。 

 

●調査時の服装等 

 帽子・長袖・長靴（胴長）・軍手など、怪我や日焼けを防ぐために肌が露出しないよう

な服装に心がける。胴長を着用する場合は、海に落ちて胴長に水が入ると溺れる危険性

もあるため十分に注意し、そのような危険が予測される場所では濡れてもよい服装で調

査を実施することが望ましい。さらに、熱中症等を防ぐため、必ずこまめに水分補給を

おこなう。 

 

帽子の着用
風などで飛ばされないよう
顎ひもをする。

軍手・ゴム手袋の着用

タオル

長袖・長ズボン

長靴・胴長

キャップにタオルを挟むと
日焼け防止にもなる。

両手が空くような
カバンにする。

 
 

 

2）野外調査の安全マニュアル等の参考情報 

●野外調査の安全マニュアル案（日本生態学会 野外安全管理委員会 編） 

http://www.esj.ne.jp/safety/manual/ 

●野外における危険な生物（日本自然保護協会 編）．300 ページ．平凡社，東京．

1994． 

●海の危険生物ガイドブック（山本典暎 著）．123 ページ．阪急コミュニケーション
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ズ，東京．2004． 

●あぶないいきもの―野外の危険動物、全ご紹介。（今泉忠明 著）．63 ページ．自由

国民社，東京．2006． 

 

 

3）緊急時の連絡先 

 海上保安庁では、海上での出来事（海難事故、法令違反、不審事象等）の緊急通報用電

話番号として「118 番」を運用している。海上で事件や事故に遭遇したときは、緊急通報

用電話番号「118 番」に連絡する。海上以外での緊急通報用電話番号は「119 番」に連絡

する（ともに携帯電話からも利用可能）。 

 ●119 番通報のしくみ（東京消防庁ホームページ） 

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/119/ 

 

 

4）全国救命救急センターの情報 

調査を実施する際、あらかじめ下記ホームページに記載される病院の連絡先や診療時間

を確認しておくこと。 

●全国救命救急センター一覧（日本救急医学会ホームページ） 

 http://www.jaam.jp/html/shisetsu/qq-center.htm 

 

 

5）調査地ごとの安全管理情報 

調査実施主体は、以上の１）～４）の情報を調査地ごとに整理し、資料としてまとめ

て携行するなど、調査が安全に実施できるように想定される危険の回避に努めること。

また、必要に応じて、資料には災害時の避難場所等の項目を加える。なお、調査員の変

更などがあった場合は、調査地ごとの安全に係わる情報の引継ぎを行うこと。 
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調査票 
 
調査票とは、調査時に携帯して使用する記録用紙である。調査票を用いる目的は、現地

で効率よく調査を実施し、データの取り忘れを防ぐことである。次頁以降に各生態系タイ

プの調査票を掲載する。調査者は事前に、耐水紙に複写するなどして準備する。 

添付資料 4 
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モニタリングサイト1000磯調査

正常 消失 異常*
ブーツの有

無

□ □ □ □ 有・無

□ □ □ □ 有・無

□ □ □ □ 有・無

□ □ □ □ 有・無

□ □ □ □ 有・無

発見不可 補修 発見不可 補修

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

□ □ □ 有・無 □ 有・無

調査日： 調査者：

【磯】毎年調査・調査票 □はチェック欄

調査サイト： 記録者：

景観写真（2枚）　　□

基点A　　　　正常　□　　消失　□　　破損　□　　備考： 基点B　　　　正常　□　　消失　□　　破損　□　　備考：

温度データロガー

方形枠
番号

ロガー回
収前写真

シリアル
番号

ロガーの状態 備考
（*破損状態や点滅の有

無等を記入下さい）

新規設置シリアル番号

各方形枠

方形枠
番号

写真 発見不可
コーナーボルト 番号ラベル 放射温度計

による計測

（任意）

備考
（発見不可及び補修した箇所等につい

て記述ください）
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対象種1 対象種2 対象種3 対象種4 対象種5 対象種6 対象種7

番号 潮位（cm） 方角（°） 傾斜（°）

その他調査に関する備考

調査日： 調査員：

方形枠情報
解析対象種（分類群）

【磯】毎年調査・調査票 データ取得方法　　　　　写真　□　　　　　現場確認　□

調査サイト： 記録者：
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毎年　□　5年毎　□ □はチェック欄　

調査ポイント：

天候：

コドラートNo.1 Eh 地温

コドラートNo.2 Eh 地温

コドラートNo.3 Eh 地温

コドラートNo.4 Eh 地温

コドラートNo.5 Eh 地温

調査員：

調査サイト：

モニタリングサイト1000干潟調査

景観写真（エリアで2枚） □

底質：

【干潟】調査票

調査日：

時刻：調査エリア：

記録者：

定量調査　表在　□　埋在　□ 定量調査　表在　□　埋在　□

生き物の写真（エリアで5枚程度） □

植生：有 □　無 □

定性調査の実施（干潟） □

定性調査の実施（植生） □

写真 □　底土（5年毎）　□　　北緯　　　　　　　　　　　　　　　　　東経

写真 □　底土（5年毎）　□　　北緯　　　　　　　　　　　　　　　　　東経

写真 □　底土（5年毎）　□　　北緯　　　　　　　　　　　　　　　　　東経

写真 □　底土（5年毎）　□　　北緯　　　　　　　　　　　　　　　　　東経

写真 □　底土（5年毎）　□　　北緯　　　　　　　　　　　　　　　　　東経

定性調査の実施（その他） □
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定性調査　干潟 □ 植生 □ その他 □ 定性調査　干潟 □ 植生 □ その他 □
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モニタリングサイト1000アマモ場調査

【アマモ場】毎年調査・調査票 □はチェック欄

調査サイト： 記録者：

調査日： 調査者：

調査地点全体の景観写真（2枚）：　陸側⇒沖　□　　　沖⇒陸側　□

調査中の写真撮影（各複数枚）：　水中の景観　□　　　　方形枠　□　　　　主要な大型動植物（5枚程度）　□

地点番号： 時刻：

緯度、経度： 実測水深：

優占種： 底質：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

調査地点全体の備考：（方形枠外に確認された大型底生生物など）

地点番号： 時刻：

緯度、経度： 実測水深：

優占種： 底質：

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

調査地点全体の備考：（方形枠外に確認された大型底生生物など）

各調査地点の記録

方形枠
番号

出現種名とその被度 全体被度

（％）

出現ベントス

（種名と個体数）

方形枠内に関する備考

（出現した大型海藻類）

各調査地点の記録

方形枠
番号

出現種名とその被度 全体被度

（％）

出現ベントス

（種名と個体数）

方形枠内に関する備考

（出現した大型海藻類）

 



 

71 

モニタリングサイト1000藻場調査

【藻場】毎年調査・調査票　（ライン調査） □はチェック項目

調査サイト：

調査日：

景観のビデオ撮影　　□

景観の写真（2枚）：　　陸上　□　　　海中　□

調査中の写真：　　生物種（3枚程度）　□

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

底質

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

林冠・下草の区分 種名 被度（％） 同定備考

備考

方形枠の写真（代表的な植生のみ）

記録者：

調査者：

方形枠番号

離岸距離

実測水深

時刻
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モニタリングサイト1000藻場調査

【藻場】毎年調査・調査票　（永久方形枠調査） □はチェック項目

調査サイト：

調査日：

景観の写真（2枚）：　　陸上　□　　　海中　□

調査中の写真：　　生物種（3枚程度）　□

林冠・下草
底生動物の区分

種名 被度（％）及び個体数 同定備考

備考

記録者：

調査者：

方形枠番号

実測水深

底質

時刻

□方形枠の全体写真 □ □ □ □ □

 



＊このマニュアルは、平成 20 年 12 月 8 日の平成 20 年度重要生態系監視地域モニタリング

推進事業（沿岸域調査）第 2 回検討会の合意を経て、平成 20 年 12 月に施行されました。 

＊不明な点については、下記の特定非営利活動法人日本国際湿地保全連合にお問い合わせ

ください。 
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